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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
前
期
の
神
社
に
お
い
て
、
由
緒
は
ど
の
程
度
意
味
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
以
前
そ
の
点
に
つ
い
て
、
由
緒
を
対
象
神

祇
の
理
解
度
を
深
め
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
捉
え
て
分
析
し
た
が（
１
）、

本

稿
で
は
視
点
を
変
え
、
文
徳
朝
及
び
清
和
朝
初
期
、
九
世
紀
半
ば
に
多
数

奉
授
さ
れ
た
神
階
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
背
景
に
由
緒
が
ど
れ
ほ
ど
影
響

し
て
い
た
か
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
由
緒
と
『
日
本
書
紀
』
を

は
じ
め
と
し
た
史
書
や
法
制
等
の
記
載
と
の
対
応
関
係
を
確
か
め
て
い
く
。

文
徳
・
清
和
朝
の
神
階
奉
授
と
由
緒
に
関
す
る
試
論

─
『
日
本
書
紀
』
と
の
対
応
関
係
を
念
頭
に
─

加
瀬
直
弥

　

も
っ
と
も
、
多
く
の
場
合
、
神
階
奉
授
の
理
由
は
六
国
史
な
ど
の
史
料

に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
一
日
な
い
し
ご
く
短
期
間
に
多
数
奉

授
さ
れ
た
例
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
神
祇
の
共
通
点
な
ど
に

注
目
し
な
が
ら
整
理
を
試
み
る
。
検
討
す
る
時
代
を
文
徳
・
清
和
両
朝
と

し
た
の
は
、
当
時
が
奉
授
の
最
も
盛
ん
な
時
期
だ
と
評
価
で
き
、
具
体
例

も
数
多
く
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
数
が
多
い
の
で
、
検
討
す
る
例
は
絞
り
込
む
。
対
象
と
す
る

時
代
に
は
、
神
階
三
位
以
上
と
四
位
以
下
と
の
間
に
は
一
定
の
線
が
引
か

れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る（
２
）。

貞
観
十
年
（
八
六
八
）
の
官
符
で
、
国
司
の
申

請
に
よ
る
三
位
以
上
の
奉
授
の
実
態
に
触
れ
て
い
る
点
も
、
そ
う
し
た
線
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引
き
の
裏
付
け
と
い
え
よ
う（
３
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
検
討
対
象
は
基
本
、

背
景
を
把
握
し
や
す
い
三
位
以
上
の
奉
授
例
に
絞
る（
４
）。

一　

嘉
祥
・
仁
寿
年
間
の
高
位
奉
授
の
背
景

（
一
）
嘉
祥
三
年
十
月
奉
授
の
対
象
諸
神
の
共
通
点

　

ま
ず
は
、『
文
徳
実
録
』『
三
代
実
録
』
に
高
位
奉
授
の
記
事
が
多
く
あ

る
大
和
国
の
五
神
を
対
象
と
し
た
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
月
七
日
の

奉
授
を
と
り
あ
げ
た
い（
５
）。

進
二

大
和
国
大
和
大
国
魂
神
階
一

授
二

従
二
位
一

、
石
上
神
、
及
大
神
大

物
主
神
、葛
木
一
言
主
神
等
並
正
三
位
、夜
岐
布
山
口
神
従
五
位
下
、

こ
の
時
三
位
以
上
に
叙
さ
れ
た
諸
神
に
共
通
す
る
点
を
把
握
す
る
た
め
、

【
表
一
】
に
そ
の
特
色
を
整
理
し
た
。

　

諸
神
の
共
通
点
と
な
り
得
る
要
素
の
第
一
は
、
当
然
な
が
ら
朝
廷
の
祭

祀
制
度
で
あ
る
。『
延
喜
式
』の
神
名
帳
に
基
づ
い
て
い
る
が（
６
）、対
象
と
な
っ

て
い
る
神
社
は
い
ず
れ
も
、
祈
年
・
二
季
月
次
・
新
嘗
の
中
祀
四
箇
祭
ば

か
り
で
な
く
、
十
一
月
相
嘗
祭
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
相
嘗
祭
は
畿
内
及

び
近
江
・
紀
伊
両
国
の
神
社
に
限
定
さ
れ
、
数
も
相
当
に
絞
ら
れ
た
祭
祀

だ
が
、
大
和
国
内
に
は
表
に
あ
げ
た
諸
神
の
神
社
の
他
に
十
三
所
も
対
象

社
が
存
在
す
る
。
相
嘗
祭
に
預
か
る
神
社
を
一
律
対
象
に
し
て
い
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
祭
よ
り
も
対
象
社
の
多
い
、
中
祀
四
箇
祭
も
、

そ
し
て
名
神
が
幣
に
預
か
る
名
神
祭
も（
７
）、

当
然
奉
授
の
判
断
基
準
に
は
な

り
得
ま
い
。

　

律
令
祭
祀
以
外
の
朝
廷
の
ま
つ
り
と
な
る
と
、
特
定
神
社
を
対
象
と
す

る
公
祭
が
あ
る
が
、
そ
の
対
象
社
は
大
神
社
の
み
で
、
し
か
も
嘉
祥
三
年

当
時
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
８
）。
公
祭
を
基
準
と
し
た
奉

授
も
あ
り
得
な
い
。

　

で
は
、
神
社
経
済
の
面
で
は
ど
う
か
。
神
封
の
多
寡
が
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
時
代
は
遡
る
が
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
の

大
同
元
年
（
八
〇
六
）
牒
に
基
づ
く
と
、
葛
木
一
言
主
神
の
も
の
は
確
認

【
表
一
】
嘉
祥
三
年
十
月
七
日
に
三
位
以
上
の
神
階
を
奉
授
さ
れ
た
諸
神

神
階

神
名

郡

朝
廷
祭
祀

神
封
戸
数

従
二
位
大
和
神

山
辺
名
神
大
・
月
次
・
相
嘗
・
新
嘗
327

正
三
位
石
上
神

山
辺
名
神
大
・
月
次
・
相
嘗
・
新
嘗
80

大
神
神

城
上
名
神
大
・
月
次
・
相
嘗
・
新
嘗
222

葛
木
一
言
主
神
葛
上
名
神
大
・
月
次
・
相
嘗
・
新
嘗

郡
・
朝
廷
祭
祀
は
『
延
喜
式
』
巻
九
神
祇
九
神
名
上
、
大
和
国
条
、
神
封
戸
数

は
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
十
神
事
諸
家
封
戸
、
大
同
元
年
牒
に
よ
る
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で
き
な
い
。
し
か
も
、
あ
っ
た
他
の
三
社
も
、
そ
の
戸
数
に
ば
ら
つ
き
が

あ
る
。
神
封
が
奉
授
の
基
準
と
な
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。

（
二
）
高
位
諸
神
の
由
緒
の
共
通
点

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
由
緒
の
問
題
で
あ
る
。登
場
順
に
説
明
す
る
。

　
　

い　

大
和
神

　

最
初
は
、
当
日
同
時
に
奉
授
さ
れ
た
諸
神
の
中
で
一
階
高
位
の
大
和
神

で
あ
る
。
対
象
と
な
っ
た
理
由
、
そ
し
て
、
高
位
の
理
由
を
考
え
る
上
で
、

崇
神
天
皇
・
垂
仁
天
皇
と
の
関
係
を
示
す
伝
承
の
存
在
は
見
逃
せ
な
い
。

次
は
、
そ
の
内
容
が
具
体
的
な
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
紀
所
引
の
一
説
の

要
と
な
る
、
倭
大
神
の
託
宣
で
あ
る（
９
）。

是
時
倭
大
神
著
二

穂
積
臣
遠
祖
大
水
口
宿
禰
一

、
而
誨
之
曰
、
太
初
之

時
期
曰
、
天
照
大
神
悉
治
二

天
原
一

、
皇
御
孫
尊
専
治
二

葦
原
中
国
之

八
十
魂
神
一

、
我
親
治
二

大
地
官
一

者
、
言
已
訖
焉
、

こ
の
部
分
は
、
天
地
開
闢
の
時
点
で
、
天
照
大
神
が
天
上
を
、
天
皇
が
国

の
天
神
地
祇
を
、
そ
し
て
倭
大
神
自
身
が
地
の
主
を
治
め
る
こ
と
が
定

ま
っ
た
と
い
う
趣
旨
に
な
る
。ひ
と
つ
の
考
え
方
を
す
れ
ば
、託
宣
に
は
、

大
和
神
が
天
照
大
神
と
並
ぶ
大
地
の
神
だ
と
い
う
理
解
が
披
露
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
と
は
別
に
崇
神
紀
は
、
天
皇
の
大
殿
に
天
照
大
神
と
と
も
に
ま

つ
ら
れ
て
い
た
と
す
る）

（1
（

。
宮
中
に
お
い
て
、
大
和
神
の
特
別
な
位
置
付
け

は
周
知
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
一
説
は
、
こ
の
託
宣
の
後
、
垂
仁
天
皇
が
大
市
長
岡
岬
に
大
倭
大

神
を
ま
つ
っ
た
と
し
、
ま
つ
り
の
主
は
最
終
的
に
は
大
倭
氏
の
祖
長
尾
市

に
な
っ
た
と
す
る
。『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
大
和
神
の
伝
承
は
、
天

皇
に
よ
っ
て
創
建
、
そ
し
て
人
的
組
織
が
整
備
さ
れ
た
大
和
社
の
由
緒
と

い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
天
皇
と
の
か
か
わ
り
の

深
い
由
緒
を
持
つ
神
社
が
故
に
、祭
神
が
三
位
以
上
に
叙
さ
れ
、さ
ら
に
、

そ
の
由
緒
で
、
伊
勢
の
天
照
大
神
に
比
し
得
る
特
別
な
神
格
と
さ
れ
た
が

故
に
、同
時
に
奉
授
さ
れ
た
他
の
神
よ
り
高
位
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　

ろ　

石
上
神

　

石
上
神
に
関
す
る
伝
承
は
垂
仁
紀
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
同
神
の
神

宮
に
神
宝
が
納
め
ら
れ
て
い
た
点
、
そ
し
て
そ
の
管
理
者
に
つ
い
て
記
さ

れ
て
い
る
。
一
説
で
は
あ
る
が
、
天
皇
の
皇
子
五
十
瓊
敷
命
が
作
ら
せ
た

千
口
の
大
刀
を
同
神
の
神
宮
に
納
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
神
の
こ
と
ば
に

よ
り
物
部
首
の
始
祖
市
河
に
治
め
さ
せ
た
と
す
る）

（（
（

。
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其
一
千
口
大
刀
者
蔵
二

于
忍
坂
邑
一

、
然
後
従
二

忍
坂
一

移
之
、
蔵
二

于

石
上
神
宮
一

、
是
時
神
乞
之
言
、
春
日
臣
族
、
名
市
河
令
レ

治
、
因
以

命
二

市
河
一

令
レ

治
、
是
今
物
部
首
之
始
祖
也
、

神
宝
管
理
の
氏
族
を
定
め
た
と
す
る
伝
承
は
、
広
い
意
味
で
の
神
社
の
組

織
作
り
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
宝
を
作
ら
せ
た
の
が
天
皇
の
皇
子

と
さ
れ
、
か
つ
、
市
河
に
治
め
さ
せ
た
の
も
天
皇
と
見
ら
れ
る
点
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
伝
承
が
、
石
上
社
が
古
く
か
ら
、
天
皇
と
の
か
か
わ
り
深
い

神
社
と
位
置
付
け
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
解
せ
る
。
神
社
と
天
皇
と
の

関
係
性
を
あ
ら
わ
す
由
緒
が
明
確
に
存
在
す
る
点
は
、
大
和
神
と
共
通
す

る
。　

　

は　

大
神
神

　

大
神
神
に
つ
い
て
は
、
崇
神
紀
に
伝
承
が
残
る
。
筋
書
き
と
し
て
は
、

国
が
治
ま
ら
な
い
原
因
と
な
っ
た
同
神
か
ら
の
幾
度
か
の
夢
告
を
受
け
、

天
皇
は
ま
つ
り
を
改
善
し
な
が
ら
お
こ
な
い
、
結
果
問
題
を
解
決
さ
せ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

大
神
神
を
社
地
で
あ
る
三
諸
山
に
ま
つ
り
は
じ
め
た
の
は
、『
日
本
書

紀
』
で
は
神
代
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
だ
が
、
崇
神
天
皇
紀
に
示
さ
れ
た
伝
承

は
、
ま
つ
る
氏
族
を
神
の
子
大
田
田
根
子
と
す
る
と
い
う）

（1
（

、
神
社
の
組
織

編
成
上
重
要
な
転
機
を
示
し
て
い
る
。
大
田
田
根
子
を
探
し
た
の
も
、「
天

皇
以
二

大
田
田
根
子
一

令
レ

祭
二

大
神
一

」
と
、
ま
つ
ら
せ
た
の
も
天
皇
と
さ

れ
る
の
で）

（1
（

、
大
神
社
は
、
祭
神
は
も
と
よ
り
、
神
社
そ
の
も
の
と
天
皇
と

の
か
か
わ
り
を
、
崇
神
紀
で
裏
付
け
ら
れ
る
神
社
と
い
え
よ
う
。

　
　

に　

葛
木
一
言
主
神

　

葛
木
一
言
主
神
に
つ
い
て
も
、
そ
の
伝
承
が
雄
略
紀
に
あ
る）

（1
（

。

天
皇
射
二-

猟
於
葛
城
山
一

、
忽
見
二

長
人
一

、
来
望
二

丹
谷
一

、
面
貌
容

儀
相
二-

似
天
皇
一

、
天
皇
知
二

是
神
一

、
猶
故
問
曰
、
何
処
公
也
、
長

人
対
曰
、
現
人
之
神
、
先
称
二

王
諱
一

、
然
後
応
レ

噵
、
天
皇
答
曰
、

朕
是
幼
武
尊
也
、
長
人
次
称
曰
、
僕
是
一
事
主
神
也
、
遂
与
盤
二

于

遊
田
一

、
駈
二-

逐
一
鹿
一

、
相
二-

辞
発
一レ

箭
、
並
レ

轡
馳
騁
、
言
詞
恭
恪
、

有
レ

若
レ

逢
レ

仙
、於
レ

是
日
晩
田
罷
、神
侍
二-

送
天
皇
一

、至
二

来
目
水
一

、

是
時
百
姓
咸
言
、
有
レ

徳
天
皇
也
、

神
社
に
関
係
す
る
言
及
は
な
い
も
の
の
、
鎮
座
地
に
お
け
る
祭
神
と
天
皇

の
伝
承
が
残
っ
て
い
る
点
は
、こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
た
諸
神
と
共
通
す
る
。

な
お
、『
日
本
書
紀
』
が
葛
城
山
の
一
事
主
神
、
つ
ま
り
葛
木
一
言
主
神

に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る）

（1
（

。
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い
～
に
の
話
を
ま
と
め
た
い
。
嘉
祥
三
年
十
月
に
神
階
高
位
に
叙
さ
れ

た
諸
神
は
い
ず
れ
も
、
神
社
の
場
が
舞
台
と
な
り
、
天
皇
と
直
に
か
か
わ

り
を
持
つ
伝
承
を
有
し
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
に
載
っ
て
い

る
。
六
国
史
や
『
延
喜
式
』
の
神
名
帳
を
通
し
て
二
百
以
上
の
社
名
が
伝

わ
る
大
和
国
の
諸
社
の
中
で
も
、
単
な
る
祭
神
の
由
緒
で
は
な
く
、
神
社

の
場
が
関
係
す
る
由
緒
を
持
つ
神
社
は
稀
だ
と
い
え
る
。
朝
廷
の
結
び
付

き
が
明
快
な
由
緒
の
存
在
は
、
位
階
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
有
利
に
働
き

得
る
要
素
に
な
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
嘉
祥
三
年
時
に
対
象
と
な
っ
た
諸
神
は
、
そ
の
後
同
じ
よ

う
に
は
昇
叙
し
な
か
っ
た
。
二
年
後
の
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
に
は
、
大

神
神
の
み
が
従
二
位
、
つ
ま
り
大
和
神
と
同
位
に
な
っ
た）

（1
（

。『
文
徳
実
録
』

は
、
嘉
祥
三
年
の
時
と
同
様
、
そ
の
理
由
を
示
さ
な
い
。
た
だ
、
結
果
が

相
違
す
る
以
上
、
昇
叙
の
理
由
は
以
前
の
奉
授
と
は
相
違
す
る
の
は
確
か

で
あ
る
。
で
は
、
理
由
に
迫
れ
な
い
の
か
と
な
る
と
、
こ
の
七
年
後
の
天

安
三
年
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）
の
諸
神
同
時
奉
授
と
そ
の
直
後
の
正
一

位
昇
叙
と
同
じ
考
え
方
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
は
想
定
で
き
る
。
こ
の
考

え
方
に
つ
い
て
は
次
章
で
後
述
す
る
。

（
三
）
葛
木
御
歳
神
と
朝
廷
祭
祀
制
度

　

文
徳
朝
に
お
い
て
、
高
位
に
叙
さ
れ
た
神
社
祭
神
は
前
節
で
と
り
あ
げ

た
諸
神
以
外
に
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
仁
寿
二
年
、
つ
ま
り
大
神
神

と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
昇
叙
し
た
葛
木
御
歳
神
に
注
目
し
た
い
。
次
は
、
そ

の
こ
と
を
示
す
『
文
徳
実
録
』
の
記
事
で
あ
る）

（1
（

。

加
二

大
和
国
御
歳
神
正
二
位
一

、
若
宇
加
乃
売
命
神
、
天
御
柱
命
神
、

国
御
柱
命
神
、
並
加
二

従
三
位
一

、

正
二
位
と
い
う
位
階
は
、
こ
の
時
点
で
、
後
述
す
る
春
日
社
の
三
柱
の
祭

神
に
次
ぐ
高
さ
で
あ
る
。
当
然
、
御
歳
神
は
朝
廷
中
枢
に
も
認
識
さ
れ
て

い
て
し
か
る
べ
き
神
祇
で
あ
ろ
う
が
、そ
の
由
緒
は『
日
本
書
紀
』に
は
っ

き
り
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い）

（1
（

。

　

葛
木
御
歳
神
の
重
要
性
を
考
え
る
上
で
は
、
朝
廷
祭
祀
と
の
か
か
わ
り

あ
い
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
同
神
は
律
令
規
定
の
祈
年
祭
で
重
要

な
役
割
が
あ
っ
た
。『
延
喜
式
』
所
収
の
同
祭
祝
詞
に
は
、「
御
年
皇
神
」

と
し
て
登
場
す
る
。
祝
詞
の
構
成
を
確
か
め
る
と
、
同
神
は
、
祈
年
祭
の

願
意
の
核
と
も
い
う
べ
き
豊
稔
の
目
的
で
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
が
了
解
で
き

る
が
、
そ
れ
を
最
終
的
な
目
的
と
す
る
神
祇
は
、『
延
喜
式
』
が

三
一
三
二
座
と
す
る
多
数
の
対
象
の
中
で
、
同
神
の
み
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
し

て
、
同
神
に
対
し
て
は
、
他
に
は
な
い
白
猪
・
白
馬
・
白
鶏
を
用
意
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た）

1（
（

。
葛
木
御
歳
神
に
対
す
る
高
位
奉
授
の
背
景
を
考
え
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る
に
は
、
神
社
在
地
へ
の
世
俗
的
な
影
響
よ
り
前
に
、
こ
の
祈
年
祭
に
お

け
る
特
別
な
位
置
付
け
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
在
地
へ
の
主
た
る
効

果
が
権
威
に
過
ぎ
な
い
神
階
は
一
方
で
、
朝
廷
中
枢
の
神
祇
の
評
価
の
結

果
で
も
あ
る
。
単
な
る
祭
祀
の
上
で
の
か
か
わ
り
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
祭

祀
の
場
が
宮
中
で
あ
る
以
上
、そ
の
か
か
わ
り
が
奉
授
に
及
ぼ
す
影
響
を
、

過
小
評
価
は
で
き
ま
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
に
は
御
歳
神
は
登
場

し
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
朝
廷
祭
祀
に
携
わ
る
氏
族
忌
部
氏
に
、
同
神
の
、

し
か
も
祈
年
祭
に
直
接
関
係
す
る
伝
承
が
存
在
し
た
。
斎
部
広
成
撰
と
さ

れ
る
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、
祈
年
祭
で
御
歳
神
も
白
猪
・
白
馬
・
白
鶏
を

用
意
す
る
点
に
関
す
る
詳
細
な
由
来
を
記
し
て
い
る
。
用
意
の
理
由
も
、

苗
の
虫
害
を
左
右
す
る
同
神
の
怒
り
を
解
く
た
め
と
、
は
っ
き
り
し
て
い

る
。『
古
語
拾
遺
』
の
御
歳
神
の
伝
承
は
、
朝
廷
祭
祀
で
あ
っ
て
も
そ
の

担
い
手
に
は
、記
紀
神
話
の
裏
付
け
の
な
い
、ま
と
ま
っ
た
由
緒
が
伝
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
文
徳
・
清
和
朝
に
お
い
て
、
そ
れ
が
記

紀
神
話
の
神
観
の
中
で
埋
没
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
な
か
っ
た
と
理
解
で

き
る
。

（
四
）
春
日
社
祭
神
極
位
奉
授
の
理
由

　

さ
て
、
文
徳
朝
に
お
け
る
大
和
国
内
の
最
高
位
は
、
先
に
少
し
触
れ
た

春
日
社
の
祭
神
で
あ
り
、
嘉
祥
三
年
九
月
に
正
一
位
に
叙
さ
れ
た
二
神
、

建
御
賀
豆
智
命
、伊
波
比
主
命
両
神
で
あ
っ
た
。極
位
昇
叙
に
つ
い
て
は
、

『
文
徳
実
録
』
に
願
意
を
籠
め
た
策
命
が
載
録
さ
れ
て
い
る）

11
（

の
で
、
具
体

的
に
了
解
で
き
る
。
理
由
に
つ
い
て
も
、
天
皇
即
位
の
報
賽
だ
と
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。

亦
遣
二

参
議
藤
原
朝
臣
助
一

向
二

春
日
大
神
社
一

、
策
命
曰
、
天
皇
我

詔

旨
止

、
大
神
乃

広
前
爾

申
賜
倍止

申
久

、
皇
大
神
乃

厚
護
爾

依
天之

、
天
日
嗣
乃

高

御
座
爾波

、
平
介久

即
賜
止
奈
毛

所
念
行
須

、
因
レ

茲
天

、
先
先
爾

禱
申
賜
比之

御

冠
止

為
天
奈
毛

、
建
御
賀
豆
智
命
、
伊
波
比
主
命
二
柱
乃

大
神
乎波

正
一
位
爾

、

天
児
屋
根
命
乎波

従
一
位
爾

、
比
売
神
乎波

正
四
位
上
爾

上
奉
利

崇
奉
留

状
乎

、

神
財
乎

令
二

捧
持
一
天

奉
レ

出
須

、
此
状
乎

聞
食
天

、
益
益
爾

天
皇
朝
庭
乎

堅

磐
爾

常
磐
爾

幸
倍

奉
賜
比

、
天
下
平
安
爾

護
賜
比

助
賜
倍止

、
恐
見

恐
見毛

申
賜
止波
久

申
、

　

こ
の
奉
授
の
同
月
に
は
、
朝
廷
は
春
日
社
以
外
に
も
伊
勢
大
神
宮
と
山

城
賀
茂
社
に
対
し
臨
時
の
奉
幣
を
お
こ
な
っ
た
。具
体
的
な
対
象
と
品
は
、

前
者
が
細
馬
五
疋
、
後
者
が
神
宝
で
あ
る）

11
（

。
伊
勢
・
賀
茂
の
諸
社
は
、
斎

王
が
仕
え
る
な
ど
、制
度
上
他
社
に
比
し
て
天
皇
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
。

時
期
か
ら
す
れ
ば
、
春
日
社
祭
神
に
対
す
る
神
階
奉
授
も
ま
た
、
天
皇
と

の
関
係
の
深
さ
が
故
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
深
さ
の
理
由
が
、
祭
神
が
天
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皇
の
母
方
に
あ
た
る
藤
原
氏
の
氏
神
だ
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
春
日
社
の
祭
神
は
、
い
わ

ゆ
る
天
石
窟
の
神
事
を
担
っ
た
り
、
あ
る
い
は
天
孫
降
臨
に
功
を
な
し
た

り
し
た
神
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
神
代
の
事
績
が
奉
授
の
理

由
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
対
象
と
な
る
神
社
祭
神
が
も
っ
と
存
在
し
て

し
か
る
べ
き
で
あ
る
し
、
反
対
に
、
同
時
期
神
宝
奉
献
の
対
象
と
な
っ
た

賀
茂
社
祭
神
は
、
神
代
紀
に
は
登
場
し
な
い
。
春
日
社
祭
神
の
昇
叙
に
、

神
代
の
由
緒
が
特
別
な
意
味
を
持
っ
た
あ
と
は
う
か
が
え
な
い
。

　

天
皇
の
血
縁
氏
族
の
関
係
す
る
神
に
対
し
て
奉
授
を
し
た
と
見
ら
れ
る

当
時
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
天
皇
の
長
子
惟
喬
親
王
の
母
方
紀
氏）

11
（

ゆ
か
り

の
、
紀
伊
国
伊
太
祁
曽
神
に
対
す
る
従
五
位
下
へ
の
奉
授）

11
（

が
そ
れ
に
当
た

る
。
祭
神
と
目
さ
れ
る
五
十
猛
神
も
、
同
時
に
神
宝
奉
献
さ
れ
た
日
前
神

も
神
代
紀
に
登
場
す
る
が）

11
（

、
そ
の
由
緒
の
み
が
重
視
さ
れ
て
奉
授
な
い
し

神
宝
奉
献
に
直
接
結
び
つ
い
た
と
は
い
え
ま
い）

11
（

。

（
五
）
小
括

　

嘉
祥
三
年
、
及
び
仁
寿
二
年
の
神
階
奉
授
か
ら
、
そ
の
実
現
に
影
響
を

及
ぼ
し
得
た
大
和
国
の
対
象
諸
神
の
特
色
を
探
っ
た
。
結
果
、
注
目
さ
れ

る
神
祇
は
三
分
類
さ
れ
る
。
ま
と
め
る
と
、
一
つ
目
は
、
天
皇
の
母
系
氏

神
で
あ
る
。
今
述
べ
た
春
日
社
祭
神
の
特
色
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
朝
廷
祭
祀
の
執
行
上
重
要
視
さ
れ
た
祭
神
で
あ
る
。
先
ほ
ど

触
れ
た
葛
木
御
歳
神
が
該
当
す
る
。
仁
寿
二
年
十
月
に
同
神
と
同
時
に
三

位
昇
叙
を
果
た
し
た
、
広
瀬
神
と
龍
田
神
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
両
神
と
も

律
令
祭
祀
、そ
れ
も
少
数
な
い
し
単
独
の
神
社
祭
神
へ
の
祭
祀（
大
忌
祭
・

風
神
祭
）
の
対
象
で
あ
っ
た
。
同
様
の
律
令
祭
祀
の
対
象
は
、
両
神
以
外

は
、
伊
勢
大
神
宮
（
神
嘗
祭
・
神
衣
祭
）
と
、
大
神
社
の
関
係
諸
神
（
鎮

花
祭
・
三
枝
祭
）
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
神
階
奉
授
に
あ
た
り
、
朝
廷
祭
祀
制
度
を
念
頭
に
置
い
て
神

階
奉
授
を
お
こ
な
っ
た
と
は
っ
き
り
分
か
る
事
例
が
存
在
す
る
。そ
れ
は
、

天
下
諸
神
あ
ま
ね
く
神
階
奉
授
す
る
と
い
う
「
方
針
」
を
打
ち
出
し
た）

11
（

、

嘉
祥
四
年
（
仁
寿
元
年
・
八
五
一
）
の
天
下
諸
神
同
時
奉
授
で
あ
る
。
次

は
、
そ
の
基
本
方
針
を
定
め
た
前
年
の
符
の
一
部
で
あ
る）

11
（

。

特
有
レ

所
レ

思
、天
下
大
小
諸
神
、或
本
預
二

官
社
一

、或
未
レ

載
二

公
簿
一

、

有
位
更
増
二

一
階
一

、
無
位
新
叙
二

六
位
一

、
唯
大
社
幷
名
神
雖
レ

云
二

無

位
一

、
奉
レ

授
二

従
五
位
下
一

、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
外
的
に
、
名
神
・
大
社
祭
神
を
相
対
的
な
高
位
で
あ

る
五
位
に
叙
す
と
い
う
基
準
を
設
け
て
い
る
。
大
社
と
は
、
い
う
ま
で
も
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な
く
官
社
制
度
で
定
め
ら
れ
た
社
格
と
い
え
、
具
体
的
に
は
祈
年
祭
幣
が

比
較
的
多
種
多
量
と
な
り
、
七
道
諸
国
の
多
く
を
除
き
、
二
季
月
次
祭
・

新
嘗
祭
幣
に
も
預
か
っ
た
。
名
神
は
別
の
意
味
も
あ
る
が
、
神
祇
官
が
所

轄
す
る
臨
時
祭
の
対
象
と
な
る
神
の
こ
と
を
指
し
た）

11
（

。
朝
廷
祭
祀
制
度
の

対
象
と
な
る
祭
神
へ
の
手
厚
い
神
階
奉
授
は
、
文
徳
朝
前
期
の
朝
廷
に
お

い
て
重
要
な
方
針
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る）

1（
（

。

　

最
後
に
三
つ
目
は
、
神
社
の
由
緒
が
朝
廷
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

由
緒
で
、天
皇
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
い
た
神
祇
で
あ
る
。

こ
と
高
位
の
諸
神
は
、そ
の
関
係
性
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
重
要
な
の
は
、
祭
神
の
由
緒
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
神
代
の
も

の
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
点
で
あ
る
。
天
皇
と
の

密
接
な
か
か
わ
り
あ
い
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
神
社
の
場
に
こ
だ
わ
っ
た

由
緒
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

天
安
の
諸
神
同
時
奉
授
と
由
緒

（
一
）
同
時
奉
授
の
大
ま
か
な
傾
向

　

神
階
奉
授
の
背
景
に
つ
い
て
踏
み
込
む
た
め
、
本
章
で
は
、
天
安
三
年

（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）
正
月
の
諸
神
同
時
奉
授）

11
（

の
状
況
を
確
か
め
た
い
。

こ
の
奉
授
は
、
嘉
祥
四
年
の
よ
う
に
天
下
諸
神
対
象
と
謳
っ
た
形
跡
を
確

認
で
き
な
い
が
、『
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
対
象
が
個
々
に
分
か
る
中

で
は
従
来
な
い
規
模
の
「
二
百
六
十
七
社
」
を
対
象
と
し
て
い
た
。
嘉
祥

の
天
下
諸
神
同
時
奉
授
に
な
ら
っ
た
と
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
す
で
に

指
摘
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
そ
の
時
の
対
象
の
多
く
が
、
八
年
後
の
天
安
時
に
も

昇
叙
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

天
安
の
同
時
奉
授
に
お
け
る
、
大
和
国
諸
神
の
件
数
は
七
十
七
件
に
及

び
、
そ
の
数
は
宮
中
・
京
中
と
他
の
三
十
九
か
国
に
比
し
て
群
を
抜
く
。

た
だ
、
そ
の
八
割
弱
の
六
十
件
が
、
奉
授
前
に
従
五
位
下
だ
っ
た
大
社
の

祭
神
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
五
位
下
と
は
嘉
祥
時
、
名
神
・
大
社

祭
神
に
奉
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
位
階
で
あ
る）

11
（

。
従
五
位
下
大
社

祭
神
の
一
階
加
階
は
、
畿
内
の
諸
国
や
、
近
隣
の
近
江
・
紀
伊
両
国
な
ど

で
も
多
く
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
で
も
嘉
祥
時
の
方
針
、
す
な
わ
ち
朝

廷
の
祭
祀
制
度
を
奉
授
の
基
準
と
す
る
方
針
を
踏
襲
し
た
と
分
か
る
。

　

で
は
、
天
安
時
の
そ
う
し
た
方
針
が
、
高
位
諸
神
の
奉
授
に
も
あ
て
は

ま
る
か
ど
う
か
を
、
前
章
同
様
、
大
和
国
の
実
例
か
ら
確
か
め
た
い
。

（
二
）
大
和
国
諸
神
と
出
雲
国
造
神
賀
詞

　
【
表
二
】
に
示
し
た
奉
授
前
の
位
階
を
見
る
と
、
前
章
で
紹
介
し
た
諸

神
も
含
め
、
多
く
が
既
に
高
位
で
あ
り
、
同
時
奉
授
で
一
気
に
高
位
に
叙

さ
れ
た
神
祇
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
い
つ
高
位
に
叙
さ
れ
た
か
不
明

な
諸
神
も
少
な
く
な
い
。
す
で
に
従
一
位
で
あ
っ
た
大
己
貴
神
と
、
従
二
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位
の
高
鴨
阿
治
須
岐
宅
比
古
尼
神
、高
市
御
県
事
代
主
神
が
そ
う
で
あ
る
。

　

当
該
諸
神
が
高
位
奉
授
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
見
立
て
が
可
能
で
あ

る
。
既
に
筒
井
健
介
氏
が
天
安
時
の
高
位
諸
神
の
奉
授
に
つ
い
て
、『
延

喜
祝
詞
式
』
所
収
、
出
雲
国
造
神
賀
詞）

11
（

の
「
皇
孫
命
能

近
守
神
」
と
い
う

表
現
に
着
目
し
、天
皇
の
守
護
を
求
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
、

妥
当
な
指
摘
を
し
て
い
る）

11
（

。『
文
徳
実
録
』
に
記
事
の
な
い
、
前
掲
の
高

位
諸
神
は
、
こ
の
神
賀
詞
の
中
で
、【
表
三
】
の
よ
う
に
名
が
あ
が
っ
て

い
る）

11
（

。
さ
ら
に
神
賀
詞
は
、
天
皇
の
守
護
の
た
め
、
表
に
あ
る
諸
神
を
各

地
に
配
し
た
の
が
大
穴
持
命
、
つ
ま
り
同
神
と
し
て
い
る
。

　

他
方
、
大
己
貴
神
が
ま
つ
ら
れ
た
神
社
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
、
名
神

【
表
二
】
天
安
三
年
諸
神
同
時
奉
授
時
の
大
和
国
高
位
諸
神
の
概
況

奉
授
位
階
神
名

奉
授
前
位
階
前
位
階
奉
授
年

正
一
位

大
己
貴
神

従
一
位

天
児
屋
根
命

嘉
祥
３
（
850
）

従
一
位

葛
木
御
歳
神

正
二
位

仁
寿
２
（
852
）

高
鴨
阿
治
須
岐
宅
比
古
尼
神

従
二
位

高
市
御
県
事
代
主
神

大
神
大
物
主
神

仁
寿
２

大
和
大
国
魂
神

嘉
祥
３

石
上
神

正
三
位

嘉
祥
３

高
鴨
神

従
二
位

葛
木
一
言
主
神

正
三
位

嘉
祥
３

高
天
彦
神

葛
木
火
雷
神

正
三
位

広
瀬
神

従
三
位

仁
寿
２

龍
田
神

多
坐
弥
志
理
都
比
古
神

金
峰
神

仁
寿
２

従
三
位

枚
岡
比
咩
神

正
四
位
上

嘉
祥
３

丹
生
川
上
雨
師
神

正
四
位
下

嘉
祥
３

天
児
屋
根
命
・
比
咩
神
は
河
内
国
枚
岡
社
祭
神
に
奉
授

【
表
三
】
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
「
皇
孫
命
能

近
守
神
」

大
穴
持
命

と
の
関
係
神
賀
詞
神
名

鎮
座
場
所

天
安
時
神
名

奉
授
位
階

和
魂

倭
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命

大
御
和
乃

神

奈
備

大
神
大
物
主
神
従
一
位

御
子

阿
遅
須
伎
高
孫
根
乃

命
葛
木
乃
鴨
乃

神
奈
備

高
鴨
阿
治
須
岐

宅
比
古
尼
神

従
一
位

事
代
主
命

宇
奈
提

高
市
御
県
鴨
八

重
事
代
主
神

従
一
位

賀
夜
奈
流
美
命

飛
鳥
乃

神
奈

備

賀
夜
奈
流
美
神
正
四
位
下
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大
社
で
あ
る
吉
野
郡
の
大
名
持
神
社）

11
（

は
、
国
内
他
社
と
比
較
す
る
と
、
相

嘗
祭
に
預
か
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
同
年
七
月
や
九
月
に
相
次
い
で
お
こ

な
わ
れ
た
臨
時
の
奉
幣
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
り
す
る）

11
（

。
大
己
貴
神
の
正

一
位
叙
位
の
要
因
を
、
広
範
か
つ
一
律
な
祭
祀
制
度
上
の
優
位
性
に
求
め

る
こ
と
は
難
し
い
。

　

他
方
、
大
己
貴
神
叙
位
と
神
賀
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
天
安
の
同

時
奉
授
か
ら
わ
ず
か
三
日
後
の
、
大
神
神
へ
の
正
一
位
叙
位
か
ら
も
う
か

が
え
る
。
同
神
は
先
の
表
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
諸
神
同
時
奉
授
の
対
象

で
も
あ
っ
た）

11
（

。

神
祇
官
従
一
位
神
産
日
神
、
従
一
位
高
御
産
日
神
、
従
一
位
玉
積
産

日
神
、
従
一
位
足
産
日
神
、
大
和
国
従
一
位
勲
二
等
大
神
大
物
主
神

並
奉
レ

授
二

正
一
位
一

、

日
取
り
を
勘
案
す
る
と
、
諸
神
同
時
奉
授
の
調
整
と
了
解
す
る
の
が
妥
当

で
あ
る
。
と
な
る
と
、
大
己
貴
神
と
同
神
だ
と
い
う
考
え
方
が
奉
授
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
見
ら
れ
る
。
両
神
が
同
神
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
伝
承

は
『
日
本
書
紀
』
に
も
あ
る
が）

1（
（

、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
も
、「
己
命
和
魂
乎

八
咫
鏡
爾

取
託
天

、
倭
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登

名
乎

称
天

、
大
御
和
乃

神
奈
備
爾

坐
」

と
あ
る
。
同
時
奉
授
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
大
神
社
の
大
物
主
神
が
大
穴

持
命
の
和
魂
で
あ
る
と
の
理
解
が
、
三
日
後
の
決
定
の
要
因
で
あ
っ
た
可

能
性
は
高
い
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
同
時
奉
授
で
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
あ
ら
わ
れ
る
諸
神

が
対
象
と
な
る
の
だ
ろ
う
。そ
れ
を
解
く
鍵
は
、神
賀
詞
の
目
的
に
あ
る
。

出
雲
国
造
の
就
任
に
際
し
、
国
造
そ
の
人
に
よ
っ
て
奏
上
さ
れ
る
神
賀
詞

の
趣
意
の
ひ
と
つ
は
、
天
皇
に
よ
る
国
の
安
定
統
治
の
祈
願
で
あ
る
。
こ

の
祈
願
の
た
め
朝
廷
は
、
天
皇
即
位
間
も
な
く
に
お
こ
な
わ
れ
た
諸
神
同

時
奉
授
に
あ
た
っ
て
、
神
賀
詞
に
注
目
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
そ
う
し
た
願
意
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
祇
に
も
求
め
得
る
も

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
神
賀
詞
に
登
場
す
る
諸
神
が
対
象
と
な
っ

た
の
は
、
奏
上
儀
礼
と
い
う
、
広
い
意
味
で
の
神
事）

11
（

が
確
立
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
要
因
だ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
神
事
重
視
の
姿
勢
は
、
多
く
の
大

社
の
祭
神
や
、
祈
年
祭
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
葛
木
御
歳
神
が
高
位
に
昇

叙
し
た
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
賀
詞
に
登
場
す
る
諸
神
の
ほ
と
ん
ど
は
、
天
安
の
同
時

奉
授
前
の
時
点
で
、
す
で
に
高
位
に
叙
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
今
示
し
た
神
階
奉
授
に
お
け
る
神
事
重
視
の
姿
勢
は
、
主
と
し
て
文

徳
朝
に
確
立
し
た
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

11
（

。
逆
を
い
え
ば
、

天
安
の
同
時
奉
授
で
、
大
局
に
影
響
を
与
え
、
か
つ
従
来
と
は
違
う
基
準

を
設
け
た
と
は
考
え
難
い
。
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お
わ
り
に

（
一
）
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
ま
と
め

　

文
徳
朝
と
清
和
朝
初
期
の
、
大
和
国
に
お
け
る
神
階
奉
授
の
状
況
を
概

観
し
た
。
朝
廷
の
神
事
に
預
か
る
諸
神
重
視
の
方
針
の
も
と
で
、
神
事
に

か
か
わ
る
由
緒
も
ま
た
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に

あ
ら
わ
れ
る
諸
神
の
事
例
で
明
白
で
あ
る
。
確
か
な
神
事
関
連
の
由
緒
を

持
っ
た
神
社
祭
神
、
具
体
的
に
は
先
に
例
を
あ
げ
た
葛
木
御
歳
神
や
、
祝

詞
で
創
建
創
祀
の
由
緒
が
示
さ
れ
て
い
る
龍
田
神）

11
（

に
つ
い
て
も
、
関
連
す

る
由
緒
が
高
位
昇
叙
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

逆
に
、
朝
廷
の
神
事
や
神
社
と
い
う
場
に
つ
な
が
ら
な
い
、
神
代
の
祭

神
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
評
価

で
き
る
。
同
国
最
高
位
と
な
っ
た
祭
神
を
ま
つ
る
春
日
社
に
つ
い
て
も
、

重
視
さ
れ
た
要
素
は
、
天
皇
の
母
系
で
あ
る
藤
原
氏
の
氏
神
と
い
う
点
で

あ
り
、
天
石
窟
の
神
事
や
天
孫
降
臨
な
ど
神
代
紀
所
載
の
で
き
ご
と
で
な

い
と
考
え
ら
れ
る
点
は
既
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

た
だ
、
神
代
で
な
い
、
天
皇
と
神
社
に
関
す
る
由
緒
が
あ
る
と
こ
ろ
は

厚
遇
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
主
導
で
神
社
の
組
織
編
成
を
し
た
旨
の
由
緒
の

あ
る
、
大
神
・
大
和
・
石
上
の
諸
神
へ
の
高
位
昇
叙
が
そ
の
具
体
例
で
あ

る
。
由
緒
に
よ
っ
て
天
皇
が
ま
つ
り
に
責
任
を
負
う
こ
と
が
明
白
な
神
社

に
つ
い
て
は
、
朝
廷
の
側
で
特
別
な
意
識
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る）
11
（

。

　

八
幡
神
・
天
神
な
ど
を
除
け
ば
、
少
な
か
ら
ざ
る
神
社
が
記
紀
神
話
の

祭
神
の
事
績
を
由
緒
に
組
み
込
ん
で
い
る
現
代
と
違
い
、古
代
の
神
社
は
、

そ
れ
ら
と
つ
な
が
り
の
な
い
、
あ
る
い
は
つ
な
が
り
の
乏
し
い
由
緒
を
持

つ
神
社
も
少
な
く
な
か
っ
た
。『
風
土
記
』
に
示
さ
れ
た
神
社
が
そ
の
典

型
例
だ
が
、
平
安
前
期
の
段
階
で
も
ま
た
、
独
自
の
祭
神
理
解
が
意
味
を

持
っ
て
い
た
。
次
は
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
の
大
和
国
解
の
一
部
だ
が
、

天
太
玉
神
以
外
の
諸
神
が
い
か
な
る
神
か
が
記
紀
で
は
は
っ
き
り
と
は
記

さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
登
場
し
な
い
例
も
あ
る）

11
（

。

飛
鳥
神
之
裔
天
太
玉
、
臼
瀧
、
賀
屋
鳴
比
女
神
四
社
、

　

弘
仁
年
間
よ
り
三
十
年
以
上
後
の
文
徳
・
清
和
両
朝
で
も
、
基
本
的
に

は
こ
う
し
た
神
社
の
由
緒
が
ま
だ
諸
社
に
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
朝
は
ま
だ
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
朝
廷
中
枢
で
編
ま

れ
た
史
書
が
、
神
社
と
密
に
結
び
つ
い
て
は
い
な
か
っ
た
時
代
と
解
さ
れ

る
。
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（
二
）
全
国
的
視
野
か
ら
見
た
由
緒
と
神
階
の
関
係

　

こ
れ
ま
で
大
和
国
の
諸
神
を
対
象
に
検
討
を
重
ね
て
来
た
が
、
全
国
ま

で
視
野
を
広
げ
る
と
、
今
ま
で
説
明
し
て
き
た
内
容
に
関
す
る
二
つ
の
問

題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

一
つ
目
は
、
大
和
国
の
諸
神
に
対
す
る
理
解
が
、
他
国
の
諸
神
に
は
適

用
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
分
か
る
の
が
出
雲
杵
築

神
で
あ
る
。
出
雲
国
造
神
賀
詞
で
は
、
諸
神
を
天
皇
の
守
護
の
た
め
に
大

和
各
地
に
配
し
た
大
穴
持
命
が
、
自
ら
「
八
百
丹
杵
築
宮
」
に
鎮
ま
る
と

し
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
天
安
の
同
時
奉
授
に
お
い
て
、
杵
築
神
は
正
三

位
へ
の
昇
叙
に
留
ま
っ
た
。
朝
廷
は
、
神
賀
詞
の
神
観
を
あ
ま
ね
く
は
当

て
は
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

出
雲
国
の
神
と
大
和
国
の
神
が
連
動
し
な
い
の
は
文
徳
朝
か
ら
で
、
杵

築
神
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
の
は
、
大
神
神
が
叙
さ
れ
た
翌
年
の
こ
と
で

あ
っ
た）

11
（

。
さ
ら
に
、
天
安
の
同
時
奉
授
か
ら
四
か
月
後
の
、
紀
伊
国
熊
野

早
玉
神
・
熊
野
坐
神
へ
の
従
二
位
奉
授）

11
（

の
際
も
、
出
雲
国
の
両
神
の
さ
ら

な
る
昇
叙
は
な
か
っ
た
。
従
五
位
上
に
過
ぎ
な
か
っ
た
紀
伊
国
の
両
神
の

大
幅
な
越
階
は
、
出
雲
の
熊
野
神
と
位
階
を
あ
わ
せ
た
結
果
と
捉
え
る
の

が
穏
当
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
鎮
座
す
る
国
を
越
え
た
神
観
が
適
用
さ
れ

た
状
況
の
も
と
で
も
、
出
雲
国
熊
野
神
の
、
そ
し
て
杵
築
神
の
由
緒
の
再

確
認
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
た
原
因
は
、
位
階
の
決
定
が
、
神
階
奉
授
を

求
め
た
主
体
ご
と
に
決
め
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
対
象
と
す
る
時

代
か
ら
百
年
ほ
ど
後
の
儀
式
書
だ
が
、『
新
儀
式
』
に
は
、
神
階
奉
授
の

手
続
に
つ
い
て
、
諸
司
諸
国
の
申
請
に
し
た
が
っ
て
手
続
き
を
す
る
旨
示

さ
れ
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
位
階
決
め
も
申
請
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

先
朝
の
例
に
な
ら
っ
て
数
多
の
諸
神
に
神
階
を
奉
授
し
た
天
安
の
同
時

奉
授
の
場
合
、
特
に
七
道
諸
国
の
諸
神
の
多
く
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
中
枢

主
導
で
、
機
械
的
に
一
階
昇
叙
を
し
た
可
能
性
が
高
い
。
対
し
て
、
大
和

国
の
、
と
り
わ
け
神
賀
詞
登
場
の
諸
神
に
つ
い
て
は
、
天
皇
守
護
を
理
由

に
、
奏
上
儀
礼
に
携
わ
る
中
央
官
衙
が
奉
授
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。
少

な
く
と
も
、
大
己
貴
神
と
出
雲
国
の
杵
築
神
に
位
階
の
差
が
あ
る
の
は
、

そ
れ
を
求
め
た
主
体
に
違
い
が
あ
っ
た
結
果
と
見
ら
れ
る
。

　

二
つ
目
の
問
題
は
、『
日
本
書
紀
』
の
伝
承
の
反
映
度
合
い
で
あ
る
。

天
安
の
同
時
奉
授
を
記
録
す
る
『
三
代
実
録
』
で
は
、
そ
の
筆
頭
に
一
品

を
奉
授
さ
れ
た
淡
路
国
の
伊
佐
奈
岐
命
を
あ
げ
る
。
同
神
も
ま
た
、
履
中

紀
に
、天
皇
が
淡
路
島
で
狩
猟
中
に
、河
内
飼
部
の
入
れ
墨
を
止
め
る
き
っ

か
け
の
託
宣
を
し
た
神
と
し
て
登
場
す
る）

1（
（

。
つ
ま
り
、
同
神
も
ま
た
、
天

皇
と
の
関
係
が
由
緒
で
明
ら
か
な
神
社
祭
神
だ
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
こ
の
由
緒
だ
け
で
一
品
を
奉
授
さ
れ
る
か
と
な
る
と
、
い
さ
さ
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か
疑
問
と
な
る
。
や
は
り
、
神
代
紀
に
記
さ
れ
た
淡
路
之
洲
の
幽
宮）

11
（

に
比

さ
れ
た
点
が
重
く
受
け
止
め
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
神
代
の
由
緒
が
重
視
さ
れ
た
ケ
ー

ス
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
階
奉
授
の
理
由
を
探
る
の
は

簡
単
で
は
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
な
お
新
た

な
見
解
が
生
ま
れ
得
る
余
地
の
あ
る
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。

注（１
） 

拙
稿
「
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
神
社
創
建
の
由
緒
」『
藝
林
』
六
七
―
二
、
平

成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）。

（
２
） 

拙
稿
「『
文
徳
実
録
』・『
三
代
実
録
』
に
見
ら
れ
る
神
階
奉
授
の
意
義
」
岡
田
莊

司
編『
古
代
諸
国
神
社
神
階
制
の
研
究
』岩
田
書
院
、平
成
十
四
年（
二
〇
〇
二
）。

（
３
） 『
類
聚
三
代
格
』巻
一
神
宮
司
神
主
禰
宜
事
、貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
太
政
官
符
。

（
４
） 

な
お
、
奉
授
の
理
由
は
単
純
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重
な
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
、
先
学
が
追
求
し
た
神
階
の
世
俗
的
意
義
（
先
行

研
究
に
つ
い
て
は
前
掲
（
２
）
で
紹
介
）
も
含
ま
れ
得
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

（
５
） 『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
十
月
辛
亥
（
七
日
）
条
。

（
６
） 

康
保
四
年
（
九
六
七
）
施
行
の
『
延
喜
式
』
が
、
嘉
祥
三
年
時
点
の
状
況
を
そ
の

ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
が
、
神
名
帳
の
大
和
国
諸
神
に
関
し
て
は
、

『
延
喜
式
』
や
先
行
す
る
『
貞
観
式
』
で
変
更
さ
れ
た
旨
の
注
が
残
っ
て
い
る
の

で
、
同
時
期
の
神
社
の
実
情
は
お
お
よ
そ
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

（
７
） 『
延
喜
式
』
巻
九
神
祇
九
神
名
上
、
大
和
国
条
に
よ
れ
ば
、
大
和
国
内
で
祭
神
が

中
祀
四
箇
祭
に
預
か
る
神
社
は
八
十
五
所
、名
神
祭
の
神
社
は
二
十
六
所
で
あ
る
。

（
８
） 

岡
田
莊
司
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
四
年

（
一
九
九
六
）。
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
八
八
七
）
の
前
期
と
す
る
。

（
９
） 『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
三
月
丁
亥
（
十
日
）
条
。

（
10
） 『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
六
年
条
。

（
11
） 『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
十
九
年
十
月
条
。

（
12
） 『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
八
段
一
書
第
六
。

（
13
） 『
日
本
書
紀
』崇
神
天
皇
七
年
二
月
辛
卯（
十
五
日
）条
。同
八
年
十
二
月
乙
卯（
二
十

日
）
条
に
、
大
田
田
根
子
が
三
輪
君
の
始
祖
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
古
代

大
神
社
の
神
主
で
あ
っ
た
大
神
氏
は
、
こ
の
三
輪
君
の
流
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る

と
見
ら
れ
る
。

（
14
） 『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
八
年
十
二
月
乙
卯
（
二
十
日
）
条
。

（
15
） 『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
四
年
二
月
条
。

（
16
） 

な
お
、同
神
が
雄
略
天
皇
の
怒
り
を
買
っ
て
土
佐
に
遷
さ
れ
る
よ
う
に
読
め
る『
土

佐
国
風
土
記
』（『
釈
日
本
紀
』
巻
十
二
述
義
八
、一
事
主
神
所
引
）
の
伝
承
も
あ

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
載
が
な
く
、『
続
日
本
紀
』
で
も
、

同
様
の
伝
承
は
、
同
郡
の
高
鴨
神
の
こ
と
と
し
て
い
る
（
天
平
宝
字
八
年
十
一
月

庚
子
（
七
日
）
条
）。
一
言
主
神
が
土
佐
遷
座
・
大
和
復
祀
さ
れ
た
か
に
つ
い
て

は
近
世
以
来
諸
説
あ
る
が
、
平
安
前
期
の
朝
廷
で
周
知
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高

く
な
い
だ
ろ
う
。
前
掲
『
土
佐
国
風
土
記
』
が
、
遷
座
伝
承
に
関
す
る
同
時
代
記

録
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、伝
承
は
あ
く
ま
で
同
国
高
賀
茂
大
社（
都

佐
坐
神
社
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
大
和
国
の
神
に
言
及
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
同
社
の
祭
神
を
高
鴨
神
・
一
言
主
神
併
記
と
し
、
ど
の

神
の
伝
承
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
引
用
記
録
等
の
あ
る
、『
土
佐
国
風

土
記
』
の
評
価
は
実
の
と
こ
ろ
難
し
い
。

（
17
） 『
文
徳
実
録
』
仁
寿
二
年
十
二
月
乙
亥
（
十
四
日
）
条
。

（
18
） 『
文
徳
実
録
』
仁
寿
二
年
十
月
甲
子
（
二
日
）
条
。
御
歳
神
は
そ
の
六
か
月
前
に

従
二
位
を
奉
授
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
な
お
、『
文
徳
実
録
』
は
単
に
「
御
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歳
神
」
と
だ
け
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
昇
叙
の
状
況
か
ら
、『
三
代
実
録
』
に

い
う
「
葛
木
御
歳
神
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
本
文
で
も
そ
う
表
現
し

た
。

（
19
） 『
古
事
記
』
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』
地
神
本
紀
に
は
御
年
神
が
登
場
す
る
が
、
ま

と
ま
っ
た
伝
承
に
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
20
） 

最
終
的
な
目
的
で
な
け
れ
ば
大
和
国
内
四
所
の
水
分
神
も
対
象
と
な
る
。
最
終
的

な
目
的
は
天
皇
の
食
膳
充
実
と
読
め
る
。
な
お
、
水
分
神
は
、
仁
寿
二
年
時
に
は

神
階
昇
叙
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
十
二
年
前
の
承
和
七
年

（
八
四
〇
）
に
従
五
位
下
を
奉
授
さ
れ
て
い
た
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
十

月
己
酉
（
七
日
）
条
。

（
21
） 『
延
喜
式
』
巻
一
神
祇
一
四
時
祭
上
、
祈
年
祭
官
幣
条
。

（
22
） 『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
九
月
己
丑
（
十
五
日
）
条
。

（
23
） 『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
九
月
乙
酉
（
十
一
日
）
条
・
戊
子
（
十
四
日
）
条
。
た

だ
し
、
伊
勢
大
神
宮
の
細
馬
奉
献
は
例
幣
に
あ
わ
せ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
独
立
し

た
神
事
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

（
24
） 『
大
鏡
裏
書
』。

（
25
） 『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
十
月
甲
子
（
二
十
日
）
条
。

（
26
） 

五
十
猛
神
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
一
書
第
四
・
五
、
日
前
神
は
神
代
第
七

段
一
書
第
一
。

（
27
） 

た
だ
、
日
前
社
・
国
懸
社
祭
神
に
対
し
、
神
階
奉
授
で
な
く
神
宝
奉
献
が
な
さ
れ

た
決
め
手
は
、
前
掲
（
26
）
や
、『
古
語
拾
遺
』
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
、
同
社
の

鏡
が
伊
勢
大
神
宮
の
宝
鏡
と
同
じ
く
、
い
わ
ゆ
る
天
石
窟
の
神
事
で
鋳
ら
れ
た
と

い
う
点
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
嘉
祥
三
年
よ
り
前
に
も
後
に
も
、
神

階
奉
授
の
事
実
が
確
認
で
き
な
い
。当
時
、神
代
の
由
緒
が
全
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
な
い
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
28
） 

観
念
的
に
す
べ
て
の
神
祇
に
奉
授
し
た
の
で
な
く
、
こ
の
後
で
も
無
位
の
神
祇
は

多
い
。
神
祇
官
の
い
わ
ゆ
る
宮
中
八
神
も
、
天
安
の
諸
神
同
時
奉
授
の
時
に
無
位

か
ら
新
叙
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
神
叙
位
幷
託
宣
事
、
嘉
祥
四
年
正
月
二
十
七
日
太
政
官
符

所
引
嘉
祥
三
年
十
二
月
二
十
八
日
太
政
官
符
。

（
30
） 『
延
喜
式
』
巻
三
神
祇
三
臨
時
祭
、
名
神
祭
条
。

（
31
） 

な
お
、
広
瀬
社
・
龍
田
社
祭
神
の
高
位
昇
叙
の
実
例
を
踏
ま
え
る
と
、
朝
廷
が
、

全
国
諸
社
と
の
関
係
性
を
持
つ
た
め
に
、
対
象
神
社
の
多
い
四
箇
祭
の
み
を
念
頭

に
置
い
て
神
階
奉
授
を
し
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
も
そ
も
、
朝
廷
祭
祀
の
対

象
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
神
階
を
奉
授
し
て
い
く
と
い
う
方
針
は
、
嘉
祥
の

天
下
諸
神
同
時
奉
授
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
し
、
諸
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
諸

国
の
国
司
も
官
社
か
ど
う
か
関
係
な
し
に
管
内
諸
社
に
神
階
を
求
め
て
い
た
。

（
32
） 『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
正
月
二
十
七
日
条
。

（
33
） 

同
書
に
後
記
さ
れ
た
具
体
的
な
奉
授
先
か
ら
件
数
を
割
り
出
す
と
二
百
六
十
五
件

で
、
完
全
に
は
合
致
し
な
い
。
数
え
方
は
、
神
座
数
の
記
さ
れ
て
い
る
諸
神
を
ど

う
数
え
る
か
な
ど
で
変
わ
っ
て
く
る
。

（
34
） 

宮
地
直
一
「
諸
神
同
時
昇
叙
の
研
究
（
上
）」『
史
学
雑
誌
』
三
二
―
九
、
大
正
十

年
（
一
九
二
一
）。
実
施
日
の
同
一
性
か
ら
、「
前
代
の
跡
を
追
へ
る
も
の
」
だ
と

し
て
い
る
。

（
35
） 『
延
喜
式
』
巻
八
神
祇
八
祝
詞
、
出
雲
国
造
神
賀
条
。

（
36
） 

筒
井
健
介
「
大
和
国
」
前
掲
（
２
）
編
著
所
収
。

（
37
） 

阿
治
須
岐
宅
比
古
尼
神
と
事
代
主
神
に
つ
い
て
は
神
代
紀
な
ど
に
も
登
場
す
る

が
、
一
緒
に
両
神
だ
け
重
視
さ
れ
る
要
素
を
見
出
し
難
い
。

（
38
） 

名
神
大
社
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』巻
九
神
祇
九
神
名
上
、大
和
国
条
。

同
条
に
よ
れ
ば
、
葛
上
郡
に
も
、
大
社
で
は
な
い
が
、
こ
の
神
の
名
を
社
名
と
す

る
大
穴
持
神
社
が
あ
る
。

（
39
） 『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
七
月
十
四
日
条
・
九
月
八
日
条
。

（
40
） 『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
二
月
朔
条
。

（
41
） 『
日
本
書
紀
』
神
代
第
八
段
一
書
第
六
。
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（
42
） 『
延
喜
臨
時
祭
式
』
に
奏
上
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
国
造
就
任
儀
礼
の
執
行
に
関

係
す
る
規
定
が
あ
り
、
神
賀
詞
が
『
延
喜
祝
詞
式
』
に
載
る
点
が
、
そ
の
奏
上
儀

礼
が
神
事
で
あ
る
証
左
と
い
え
る
。

（
43
） 

神
階
奉
授
を
緻
密
に
記
録
し
て
い
る『
三
代
実
録
』と
比
較
す
る
と
、『
文
徳
実
録
』

が
神
賀
詞
に
登
場
す
る
諸
神
の
神
階
奉
授
を
記
載
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る

が
、
そ
れ
ら
諸
神
に
関
し
て
は
、
大
和
国
諸
神
へ
の
奉
授
が
積
極
的
で
あ
っ
た
時

期
に
な
さ
れ
た
、
嘉
祥
の
天
下
諸
神
同
時
奉
授
の
際
に
、
例
外
的
に
高
位
を
奉
授

さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
44
） 

律
令
規
定
の
風
神
祭
で
用
い
ら
れ
た
祝
詞
。『
延
喜
式
』
巻
八
神
祇
八
祝
詞
、
龍

田
風
神
祭
条
。

（
45
） 

神
社
と
天
皇
の
由
緒
の
存
在
は
、
十
六
社
の
選
定
に
結
び
付
く
可
能
性
が
あ
る
。

（
46
） 『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
神
社
事
、
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
太
政
官
符
所
引
弘
仁

十
三
年
四
月
四
日
大
和
国
解
。『
延
喜
式
』（
巻
九
神
祇
九
神
名
上
、
大
和
国
条
）

に
よ
れ
ば
、
名
の
あ
が
っ
て
い
る
諸
神
に
対
応
す
る
神
社
は
、
全
て
大
和
国
高
市

郡
に
鎮
座
す
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
太
玉
神
は
記
紀
の
い
わ
ゆ
る
天
石
窟
の
神
事

の
伝
承
に
登
場
す
る
が
、
飛
鳥
、
臼
瀧
、
賀
屋
鳴
比
女
の
諸
神
は
記
紀
神
話
に
は

登
場
し
な
い
。
な
お
、
飛
鳥
神
の
子
孫
の
神
が
四
社
と
し
な
が
ら
三
柱
の
神
名
し

か
あ
が
っ
て
い
な
い
の
は
、新
訂
増
補
国
史
大
系
の
当
該
官
符
の
注
に
あ
る
通
り
、

櫛
玉
神
（
天
石
窟
の
神
事
の
際
に
玉
を
作
る
神
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す

る
櫛
明
玉
神
の
可
能
性
が
あ
る
）
の
記
載
漏
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
47
） 『
文
徳
実
録
』
仁
寿
元
年
九
月
乙
酉
（
十
六
日
）
条
。
こ
の
時
同
時
に
叙
さ
れ
た

熊
野
神
も
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
「
加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
櫛
御
気
野
命
」
の
名
で

登
場
す
る
。
な
お
、
こ
の
時
両
神
は
、
特
に
加
階
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

同
時
期
（
仁
寿
元
～
三
年
）
同
様
の
待
遇
を
受
け
た
諸
神
は
、
他
に
四
か
国
五
柱

を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
待
遇
を
受
け
て
い
て
も
な
お
、
大
己
貴
神
の

和
魂
で
あ
る
大
神
神
と
は
位
階
の
差
が
あ
っ
た
。

（
48
） 『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
五
月
二
十
八
日
条
。

（
49
） 『
新
儀
式
』
四
臨
時
、
奉
加
神
位
階
事
。

（
50
） 

ど
の
中
央
官
衙
か
と
な
る
と
、
神
祇
官
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。
天
安
の
同
時
奉

授
の
対
象
と
な
っ
た
大
社
が
、
畿
内
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
同
時
奉
授
直
後
の

二
月
一
日
に
、
大
物
主
神
以
外
に
昇
叙
し
た
の
が
、
神
祇
官
の
宮
中
八
神
の
う
ち

の
「
む
す
ひ
の
神
」
で
あ
っ
た
点
な
ど
が
、
そ
の
傍
証
に
は
な
る
。
た
だ
、
神
賀

詞
登
場
の
諸
神
の
昇
叙
が
大
和
国
内
の
諸
神
に
限
ら
れ
る
の
で
、
大
和
国
司
の
申

請
に
よ
る
可
能
性
も
当
然
あ
る
。

（
51
） 『
日
本
書
紀
』
履
中
天
皇
五
年
九
月
壬
寅
（
十
八
日
）
条
。

（
52
） 『
日
本
書
紀
』
神
代
第
六
段
正
文
。


